
同和問題のことを正しく知ろう
正しく知り、問題と向き合うことで
解決に向けて自分にできることを
想像してみませんか？

７月は同和問題啓発強調月間です

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
と
は

　

福
岡
県
で
は
、
同
和
問
題
の

早
期
解
決
を
目
指
し
て
、
昭
和

56
（
１
９
８
１
）
年
か
ら
7
月

を
「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」

と
定
め
、
県
下
一
斉
に
差
別
を

な
く
す
た
め
の
取
り
組
み
を
行

っ
て
い
ま
す
。
芦
屋
町
で
も
、

一
人
一
人
の
人
権
が
大
切
に
さ

れ
る
明
る
い
社
会
を
築
く
た
め

に
、
7
月
に
さ
ま
ざ
ま
な
啓
発

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

同
和
問
題（
部
落
差
別
）を

知
っ
て
い
ま
す
か

　

同
和
問
題
と
は
、
江
戸
時
代

の
身
分
制
度
や
人
々
の
意
識
の

中
に
つ
く
ら
れ
た
歴
史
的
・
社

会
的
な
差
別
が
、
今
な
お
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
残
っ
て
い
る
重

大
な
社
会
問
題
で
あ
り
、
ほ
か

の
国
に
は
存
在
し
な
い
、
日
本

特
有
の
人
権
問
題
で
す
。

　

か
つ
て
、
日
本
国
民
の
一
部

の
人
た
ち
が
作
為
的
に
住
む
場

所
や
仕
事
、
結
婚
な
ど
日
常
生

活
で
厳
し
い
制
限
を
受
け
、
差

別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
人
々
が
住
ま
わ
さ
れ
て

い
た
場
所
が
同
和
地
区
や
被
差

別
部
落
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
こ

で
生
活
す
る
人
へ
の
差
別
や
偏

見
な
ど
を
同
和
問
題
や
部
落
差

別
と
言
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
誰
も
が
生
ま
れ
る

場
所
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
つ
ま
り
、
同
和
問
題
と
は
、

本
人
に
は
何
の
原
因
も
責
任
も

な
い
こ
と
で
不
平
等
や
不
利
益

を
強
い
ら
れ
、
自
由
と
平
等
が

侵
害
さ
れ
る
不
合
理
な
人
権
問

題
で
す
。

同
和
問
題（
部
落
差
別
）の
現
状

　

部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
部
落
差
別
解
消

法
）
の
第
１
条
で
は
、「
現
在
も

な
お
部
落
差
別
が
存
在
す
る
と

と
も
に
、
情
報
化
の
進
展
に
伴

っ
て
部
落
差
別
に
関
す
る
状
況

の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
」、

「
部
落
差
別
は
許
さ
れ
な
い
も
の

で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
こ
れ

を
解
消
す
る
こ
と
が
重
要
な
課

題
で
あ
る
こ
と
」、「
部
落
差
別

の
解
消
を
推
進
し
、
も
っ
て
部

落
差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
す

る
こ
と
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
2
（
２
０
２
０
）
年
6

月
に
法
務
省
が
公
表
し
た
「
部

落
差
別
の
実
態
に
係
る
調
査
結

果
報
告
書
」
の
、
部
落
差
別
に

関
す
る
意
識
調
査
で
は
、「
部

落
差
別
は
い
ま
だ
に
あ
る
」
の

割
合
が
73
・
４
％
、「
部
落
差

別
は
も
は
や
存
在
し
な
い
」
の

割
合
が
24
・
２
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
年
齢
別
で
は
、
18
歳
か

ら
40
歳
代
ま
で
は
、「
部
落
差

別
は
い
ま
だ
に
あ
る
」
の
割
合

は
約
８
割
と
高
い
傾
向
に
あ

り
、一
方
で
、70
歳
以
上
で
「
部

落
差
別
は
も
は
や
存
在
し
な

い
」
の
割
合
が
約
４
割
と
高
い

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
の
人
権
侵
害
事
例
を
見
た

こ
と
が
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て

は
、「
個
人
を
名
指
し
し
な
い
、

集
団
に
対
す
る
悪
口
」
45
・
２

％
、「
旧
同
和
地
区
名
の
公
表
」

41
・
４
％
、「
個
人
を
名
指
し

し
た
悪
口
」
27
・
４
％
、「
差

別
の
呼
び
か
け
」
19
・
６
％
と

回
答
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
部
落

差
別
に
関
す
る
誤
っ
た
情
報
や

偏
見
・
差
別
を
あ
お
る
情
報
に

接
す
る
こ
と
に
よ
り
、
差
別
意

識
を
植
え
付
け
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
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同
和
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て

　
同
和
問
題
の
解
決
に
必
要
な

こ
と
は
、
無
関
心
で
は
な
く
、

正
し
い
理
解
と
差
別
を
決
し
て

許
さ
な
い
と
い
う
気
持
ち
で

す
。
無
関
心
は
さ
ら
な
る
差
別

を
助
長
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

実
際
に
同
和
問
題
に
無
関
心
で

あ
っ
た
り
、
よ
く
知
ら
な
か
っ

た
り
す
る
と
、
偏
見
や
差
別
を

目
に
し
た
時
に
気
付
く
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
正
し
い

理
解
と
認
識
を
持
つ
こ
と
が
重

要
で
す
。

　
同
和
問
題
は
誰
か
の
問
題
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
一
人

一
人
の
問
題
で
あ
り
、
解
決
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で

す
。
こ
の
機
会
に
、
家
庭
や
地

域
、
職
場
な
ど
で
同
和
問
題
の

こ
と
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
の

お
知
ら
せ

■
芦
屋
町
人
権
講
演
会

▽�

と
き　
７
月
４
日
金
・
午
後

6
時
30
分
～
８
時

▽�

と
こ
ろ　
あ
し
や
夢
リ
ア
ホ

ー
ル

▽
テ
ー
マ　
障
が
い
者
の
人
権

※�

詳
し
く
は
、
広
報
あ
し
や
今

号
に
折
り
こ
ん
で
い
る
チ
ラ

シ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

■
人
権
パ
ネ
ル
展
示

▽
と
き　
７
月
１
日
火
～
31
日
木

▽
と
こ
ろ　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

■
街
頭
啓
発

▽�

と
き
　
６
月
27
日
金
・
午
後

4
時
30
分
か
ら
（
予
定
）

▽�

と
こ
ろ
　
正
門
通
り
商
店
街

な
ど

■
福
岡
県
人
権
講
演
会

▽�

と
き
　
７
月
19
日
土
・
午
後

１
時
30
分
か
ら

▽�

と
こ
ろ
　
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ

（
春
日
市
原
町
）

▽�

内
容
　【
演
題
】
差
別
の
現

実
に
深
く
学
ぶ
～
世
代
と
地

域
を
超
え
て
～

　

 【
講
師
】　

前ま
え
だ田　

隆た
か
お夫
さ
ん

（
西
日
本
新
聞
社
論
説
委
員
）

　私たちが暮らす社会には、身体が不自由だっ
たり、知的な障がいがあったり、精神的にも不
安定であったりと、生活していくうえで何らか
の障がいのある人々がいます。それは生まれつ
きであったり、事故や病気によるものだったり
と、原因は人それぞれです。
　世の中には、社会の役に立っているか、社会
のペース（一定の速さ）に合わせられるかとい
う尺度で人を見る風潮があり、そのために、障
がいのある人が社会参加を阻害されたり、偏見
の目で見られたりすることがあります。
　「障がい」とは、人が
社会生活を営むうえで出
会う「困ったこと」であ
り、人々が互いに配慮す
ることで解決できるもの
も多くあります。今日で
は、バリアフリーという
言葉もなじみ深くなりました。バリアフリーと
は、「障がい」というものが障がい者自身にあ
るのではなく、私たちが暮らしている社会の中
にあるもので、生活の妨げとなっているもの（バ
リア）をなくして生活しやすい環境を作ってい
こうとすることです。例を挙げると、段差の解
消や障がいの有無にかかわらず便利に使える製
品の普及などがあります。
　また、人々の心の中にも、手助けをしたいと
思ってもなかなか声をかけられない、自分には
関係ない、関心がないという「心のバリア」が
あり、障がいのある人との交流を妨げています。
　最近は、バリアフリー化の普及に伴い、初め
からバリアを作らないという取り組みも行われ
ています。これは、障がいのある人にとって住
みよいまちは、全ての人にとっても住みよいま
ちであるという考え（ユニバーサルデザイン）
があってのことです。
　全ての人にとって、住みやすい地域にするた
めに、一人一人がバリアを取り除いて行きまし
ょう。

差別をなくすために  第 481 号

住みやすい地域にするために

芦屋町人権・同和教育研究協議会
▷問い合わせ　社会教育係
　（☎２２３‐３５４６）
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